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本書を、平常時から目を通し 

様式集、資料集、リーフレット集、 

避難所運営委員会及び各運営班の業務 

とセットで、避難所に備えておきましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

はじめに 
 

 本書は、避難所を運営するための標準的な事項をまとめたものです。 

各避難所で使う際には、地域や避難所となる施設の実情に合わせて 

内容を見直し、適宜追加・修正する必要があります。 

 

 本書は、町職員などの担当者だけでなく、避難所となる施設の管理者、

町内会や自治会、自主防災組織の役員など、災害時に避難所の運営に

関わる人々が読みやすいよう、文字サイズを大きく設定しています。 

 

 本書は、様式集、資料集、リーフレット集、避難所運営委員会及び各

運営班の業務とセットでお使いください。 

 

 ＜本文中の表現について＞ 

 例：避難所でのルール（様式集 p. 4） 

    → 大治町避難所運営マニュアル 様式集 ４ページの 

「避難所でのルール」を参照してください。 

 

 例：保健福祉的視点でのトリアージ(資料集 p.1) 

→ 大治町避難所運営マニュアル 資料集 １ページの 

「保健福祉的視点でのトリアージ」を参照してください。 

 

例：災害のあとの気持ちの変化(リーフレット集 p.15,16 ) 

→ 大治町避難所運営マニュアル リーフレット集 15,16ページの 

「災害のあとの気持ちの変化」を参照してください。 

 

 例：各運営班の業務【別冊】や避難所運営委員会の業務【別冊】 

→ 大治町避難所運営マニュアル 「各運営班の業務」や 

「避難所運営委員会の業務」を参照してください。 
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